
平成 16年（2004年）1２月２日 
総 務 委 員 会 資 料 
区 長 室 政 策 計 画 担 当 

 
中野サンプラザ取得・運営等事業における資金調達実施までの経過 

 

１ 中野サンプラザ取得・運営等事業の目的（募集要項から抜粋） 

区は民間事業者と共に新会社を設立し、区が出資者として関与する形で新

会社による中野サンプラザの取得及び運営等の実施を図り、中野区の活性化

と中野駅周辺まちづくりを推進する 
 

２ 事業実施にあたって、区が提示した条件（平成１６年１月１９日総務委員会報告

抜粋） 

 
（１）取得にあたっての前提となる考え方 
① 区はサンプラザを取得・管理する第３セクターを設立する。 
② 第３セクターは、雇用・能力開発機構からサンプラザを取得し、概ね１０年間
現行の形態におけるサンプラザの維持管理を行うとともに当該期間終了後は、

サンプラザの土地・施設等を活用して、中野駅周辺まちづくりに関与する。 
③ 第 3 セクターは、区が適切に選定した運営事業者に賃貸することにより、サン
プラザの運営を委ねる。 

 
（２）第３セクターについて 
① 第３セクターは、資本金３億円の株式会社とし、区が３分の２を出資する。 
② 区は第３セクターに役員を派遣する。 

 
（３）運営事業者・出資者について 
① 運営事業者は、第３セクターから賃貸をうけサンプラザの事業を運営する。 
② 運営事業者は、応募にあたり単独またはグループによって、第３セクターへの
出資及び資金調達ができる体制を構築し、提案する。 

   区は、第３セクターの借入金の返済に関する損失補償を行わない。 
③ 第３セクターへの出資者は、区と連携、協力により中野駅周辺まちづくりに責
任ある関与と提案を行うことができるものとする。 
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３ 第３セクターへの出資割合について平成１６年１月３０日独立行政法人雇用・能

力開発機構への問い合わせ結果 
 
＜区の照会事項＞ 
 第３セクターへの出資割合について、中野区が３分の２以上ということで協議し

ているところです。 
中野区としては、この３分の２という割合は、中野区が第３セクターの支配権を

持つことにその趣旨があると理解しているところです。 
そこで、一方で中野区の３分の２の議決権を確保し支配権を保持しつつ、他方で

資金調達方法を多様化することで購入資金調達をより容易にするために、第３セク

ターは議決権のない種類株を設けることも可能と考えますが、よろしいでしょうか。 
 
＜回答＞ 
  区が絶対的支配権を持っているのであれば、差し支えありません。 

 2



４ 事業者選定までの経過と資金調達の考え方 

１６年 

３月２５日―募集要項決定・公表 

４月２７日―募集要項に基づく参加申込事業者からの質問に対する中野区の回答 

質問 

新会社の資金調達、特に取得資金の調達にあたり、新会社への出資による方法によることは可

能ですか。 

回答 

新会社への出資の方法による取得資金調達の提案自体は妨げません。ただし、中野区による議

決権の３分の２確保が条件となります。 

 

７月１３日 

総務委員会再提案の審査結果報告 

 

８月３１日 

基本協定締結 

 

９月９日 

 ㈱まちづくり中野２１設立 

 

９月２９日 

売買契約締結 

これ以降、運営会社によるサンプラザ営業状況の詳細検討開始 

 

１０月１３日  

 運営会社から、金融団との協議を経て、下記の提示がされた。 

① 年間賃借料見込み 

② ㈱まちづくり中野２１の資金調達枠組み 

③ ㈱まちづくり中野２１の借り入れ限度額 

④ 都市再生ファンドを㈱中野サンプラザからの出資の可能性 

※ 出資の意義 

都市再生ファンドからの融資の確実性と経営への協力、運営会社からの出資による経営努

力を担保することができる。 

 

この提案を受け、区として検討開始。 

 

１１月中旬 

出融資全体の枠組みが明確となる。 
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１１月１７日 

㈱まちづくり中野２１の取締役会開催。 

① 定款変更を議決し、優先株発行可能とした。 

② 優先株Ｃの発行による増資を決定した。 

 

出資者 出資額 株式数 議決権 

中野区 

甲種優先株式 

２億円

（９月９日出資）

４０００ あり 

㈱中野サンプラザ 

普通株式 

１億円

（９月９日出資）

２０００ あり 

都市再生ファンド 

Ａ種優先株式 

１５億円

（１７年３月３０日出資予定）

１５ なし 

都市再生ファンド 

Ｂ種優先株式 

２．７億円

（１７年３月３０日出資予定）

９ なし 

㈱中野サンプラザ 

Ｃ種優先株式 

６．７２億円

（１１月２４日出資）

１ なし 

※㈱まちづくり中野２１の株式は、いずれも譲渡制限がある。 

 

※優先株式の内容 

・甲種優先株式 

 取締役会及び株主総会の決定事項のうち、不動産の売買、事業契約の締結及び変更、多額の借

財など重要事項について拒否権をもつ。 

・Ａ種優先株式 

発行価額に対して年９％の利益配当。配当できなかった分及び発行価額分は残余財産から優先

配分。 

・Ｂ種優先株式 

 優先株Ａ配分後の未処分利益の１５％を優先配分。 

・Ｃ種優先株式 

 優先株Ａ配分後の未処分利益の７２％を優先配分。 

 

１１月２５日 

事業契約書（賃貸借契約）、事業に関する協定書、融資契約締結。 
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16.12.02㈱まちづくり中野２１定款 

 

 

定   款 
 

第１章 総 則 

 

第１条（商号） 

 当会社は、株式会社まちづくり中野 21 と称する。 

 

第２条（目的） 

 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

一  不動産の売買・交換・所有 

二  不動産の管理及び賃貸 

三  前各号に附帯関連する一切の業務 

 

第３条（本店の所在地） 

 当会社は、本店を東京都中野区に置く。 

 

第４条（公告の方法） 

 当会社の公告は、官報に掲載して行う。 

 

 

第２章 株 式 

 

第５条（発行する株式の総数） 

 当会社の発行する株式の総数は 6025 株とし、そのうち普通株式を 2,000 株、甲種優先

株式を 4,000 株、A 種優先株式を 15 株、B種優先株式を 9株、C種優先株式を 1株とする。 

 

第６条（普通株式、甲種優先株式及び C種優先株式の譲渡制限） 

 当会社の普通株式、甲種優先株式及び C種優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を

受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、この限りではない。 

 

第７条（甲種優先株式） 

１ 甲種優先株式は、次号に掲げる事項以外については普通株式と異ならないものとする。 

２ 当会社が、残余財産を分配する場合には、甲種優先株式を有する株主（以下「甲種株

主」という。）及び甲種優先株式の登録質権者（以下「甲種登録質権者」という。）に

対し、普通株式、A種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式を有する株主並びにそ

れらの株式の登録質権者に先立ち、甲種優先株式１株につき金１円（以下「甲種優先

分配額」という。）を支払う。このほか甲種株主及び甲種登録質権者に対しては、甲種

優先株式１株につき、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株

式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）に対して普通株式１株について分

配する残余財産と同額の残余財産を分配する。 

３ 議決権 

(1) 甲種株主は、当会社株主総会において、甲種優先株式 1株につき 1個の議決権を有す
るものとする。 

(2)  次に掲げる事項は、株主総会又は取締役会による決議のほか、甲種株主による総会
の決議を要する。 

一  会社設立後の普通株式及び種類株式の発行 

二  多額の借財 
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16.12.02㈱まちづくり中野２１定款 

三  普通株式の譲渡 

四  中野区が平成１６年８月３１日に締結した「中野サンプラザ取得・運営等事業に

関する基本協定書」（以下「基本協定書」という。）に定める事業契約の締結及び

その変更 

五  不動産に関する担保権その他の私権の設定 

六  不動産の買取及び売却 

 

第７条の２（A種優先株式） 

１ 優先配当金 

(1) 当会社は、毎営業年度、A 種優先株式を有する株主（以下「A 種株主」という。）

及び A 種優先株式の登録質権者（以下「A 種登録質権者」という。）に対し、普通

株式、甲種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式を有する株主並びにそれらの

株式の登録質権者に先立ち、A種優先株式１株につき、その１株あたりの発行価額

の 9 パーセントに相当する金額（以下「A 種優先配当基準金額」という。）の利益

配当を行う。 

(2) A 種株主及び A 種登録質権者に対する配当が前号に規定する金額に達しない場合

には、その不足額（以下「A 種累積未払配当金」という。）は、翌営業年度以降に

累積する。 

(3) A 種株主及び A種登録質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超える利益配当

は行わない。 

２ 残余財産の分配 

(1) 当会社が、残余財産を分配する場合には、A 種株主及び A 種登録質権者に対し、

普通株式、甲種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式を有する株主並びにそれら

の株式の登録質権者に先立ち（但し、甲種優先分配額の分配には先立たない。）、A種

優先株式１株につき、その１株あたりの発行価額及び A 種累積未払配当金の合計額

（以下「A種分配額」という。）を分配する。 

(2) A 種株主及び A種登録質権者に対しては、A種分配額を超える残余財産の分配は行

わない。 

３ 議決権 

(1) A 種株主は、法令に別段の定めのある場合を除き株主総会における議決権を有し

ない。 

(2) 次に掲げる事項は、株主総会又は取締役会による決議のほか、A 種株主による総

会の決議を要する。 

(ｱ) A 種優先株式発行後の普通株式及び種類株式の発行 

(ｲ) 資本の減少 

(ｳ) 重要な資産の処分 

(ｴ) 定款の変更 

(ｵ) 株式の消却（但し A種優先株式の償還に伴う消却を除く。）、併合、分割 

４ 償還 

当会社は、A種株主の請求に基づき、以下に定める「償還基準日」以降、毎営業年度

に、当期の配当可能利益（ただし、A 種優先株主への配当額（A 種累積未払配当金を含

む。）を控除する。）を上限として、A種優先株式１株につき、その１株あたりの発行価

額にて償還する。 

償還基準日：平成２６年１２月１０日。但し、平成２６年１２月１０日以前に基本

協定書に定義される再整備等事業が実施された場合には、当該再整備等事業の

実施に伴う資金調達が実行された日。 

 

第７条の３（B種優先株式） 

１ 優先配当金 

(1) 当会社は、毎営業年度、B 種優先株式を有する株主（以下「B 種株主」という。）

及び B 種優先株式の登録質権者（以下「B 種登録質権者」という。）に対し、普通
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16.12.02㈱まちづくり中野２１定款 

株式、甲種優先株式、及び C種優先株式を有する株主並びにそれらの株式の登録質

権者に先立ち、B 種優先株式１株につき、以下に定める「B 種優先配当基準金額」

の利益配当を行う。 

「B 種優先配当基準金額」とは、商法第 290 条に基づく当期の配当可能利益が、

全A種株主及び全A種登録質権者に対するA種優先配当基準金額の総額を超える

場合に、その超過額（以下「配当可能残額」という。）の 15 パーセントに相当す

る金額を発行済み B種優先株式数で除して得られた金額をいう。 

(2) B 種株主及び B種登録質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超える利益配当

は行わない。 

２ 残余財産の分配 

(1) 当会社が、残余財産を分配する場合には、B 種株主及び B 種登録質権者に対し、

普通株式、甲種優先株式及び C種優先株式を有する株主並びにそれらの株式の登録質

権者に先立ち（但し、甲種優先分配額の分配には先立たない。）、B種優先株式１株に

つき、以下に定める「B種分配額」を分配する。 

「B 種分配額」とは、残余財産から、全甲種株主及び全甲種登録質権者に対する甲

種優先分配額並びに全A種株主及び全A種登録質権者に対するA種分配額の総額を

控除した残額（以下「分配残額」という。）の 15 パーセントに相当する金額を発行

済み B種優先株式数で除して得られた金額をいう。 

(2) B 種株主及び B種登録質権者に対しては、B種分配額を超える分配は行わない。 

３ 議決権 

(1) B 種株主は、法令に別段の定めのある場合を除き株主総会における議決権を有し

ない。 

(2) 次に掲げる事項は、株主総会又は取締役会による決議のほか、B 種株主による総

会の決議を要する。 

(ｱ) B 種優先株式発行後の普通株式及び種類株式の発行 

(ｲ) 資本の減少 

(ｳ) 重要な資産の処分 

(ｴ) 定款の変更 

(ｵ) 株式の消却（但し A種優先株式の償還に伴う消却を除く。）、併合、分割 

 

第７条の４（C種優先株式） 

１ 優先配当金 

(1) 当会社は、毎営業年度、C 種優先株式を有する株主（以下「C 種株主」という。）

及び C 種優先株式の登録質権者（以下「C 種登録質権者」という。）に対し、普通

株式、甲種優先株式を有する株主並びにそれらの株式の登録質権者に先立ち、C種

優先株式１株につき、以下に定める「C種優先配当基準金額」の利益配当を行う。 

「C 種優先配当基準金額」とは、配当可能残額の 72 パーセントに相当する金額

を発行済み C種優先株式数で除して得られた金額をいう。 

(2) C 種株主及び C種登録質権者に対しては、C種優先配当基準金額を超える利益配当

は行わない。 

２ 残余財産の分配 

(1) 当会社が、残余財産を分配する場合には、C 種株主及び C 種登録質権者に対し、

普通株式及び甲種優先株式を有する株主並びにそれらの株式の登録質権者に先立

ち（但し、甲種優先分配額の分配には先立たない。）、C種優先株式１株につき、以

下に定める「C種分配額」を分配する。 

「C 種分配額」とは、分配残額の 72 パーセントに相当する金額を発行済み C 種

優先株式数で除して得られた金額をいう。 

(2) C 種株主及び C種登録質権者に対しては、C種分配額を超える分配は行わない。 

３ 議決権 

(1) C 種株主は、法令に別段の定めのある場合を除き株主総会における議決権を有し

ない。 
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16.12.02㈱まちづくり中野２１定款 

(2) 次に掲げる事項は、株主総会又は取締役会による決議のほか、C 種株主による総

会の決議を要する。 

(ｱ) C 種優先株式発行後の普通株式及び種類株式の発行 

(ｲ) 株式の消却（但し A種優先株式の償還に伴う消却を除く。）、併合、分割 

 

第８条（株式の取扱） 

株式の名義書換その他株式の取扱いに関する手続及び手数料等については、取締役会で

定める株式取扱規則による。 

 

第９条（基準日及び株主名簿の閉鎖） 

１ 当会社は、毎営業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、そ

の決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。 

２ 前項の権利を行使すべき株主を確定するため、毎営業年度末日の翌日から定時株主総

会終了の日まで株主名簿の記載又は記録の変更を停止する。 

３ 前２項のほか、必要がある場合は、あらかじめ公告して一定期間株主名簿の記載の変

更又は記録を停止し、または基準日を定めることができる。 

 

 

第３章 株主総会 

 

第１０条（招集） 

当会社の定時株主総会は、毎営業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時株主総

会は、必要に応じて随時これを招集する。 

 

第１１条（招集権者） 

１ 株主総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議に基づき、取締役

社長がこれを招集する。 

２ 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い他の取締役

がこれを招集する。 

 

第１２条（議長） 

 株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたり、取締役社長に事故があるときは、あら

かじめ取締役会の定める順序に従い他の取締役がこれにあたる。 

 

第１３条（決議の方法） 

１ 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主

の議決権の過半数によってこれを決定する。 

２ 株主総会の特別決議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもって決定する。 

 

第１４条（議決権の代理行使） 

１ 株主は、当会社の株主以外の者に議決権の行使を委任してはならない。ただし、政府、

地方公共団体又は法人が株主である場合には、政府職員、地方公共団体職員又は使用

人に議決権の行使を委任することができる。 

２ 株主が議決権の行使を委任する場合には、総会毎にあらかじめ当会社に委任状を提出

しなければならない。 

 

第１５条（議事録） 

 株主総会の議事については議事録を作成するものとし、議事録には議事の経過の要領及

びその結果を記載又は記録し、議長及び出席取締役が記名押印又は電子署名を行い、議事

録は１０年間本店に備え置くものとする。 
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第４章 取締役、監査役及び取締役会 

 

第１６条（取締役及び監査役の員数） 

 当会社の取締役は１０名以内とし、監査役は５名以内とする。 

 

第１７条（取締役及び監査役の選任の方法） 

１ 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において総株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数の決議で選任する。 

２ 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。 

 

第１８条（取締役及び監査役の任期） 

１ 取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで

とし、監査役の任期は、就任後４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の

時までとする。 

２ 増員により選任された取締役又は任期満了前に退任した取締役の補欠として選任さ

れた取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 

３ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査

役の任期の満了する時までとする。 

 

第１９条（代表取締役） 

１ 取締役社長は、当会社を代表する。 

２ 前項のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。 

 

第２０条（役付取締役） 

 取締役会の決議により、取締役社長１名を定め、必要に応じて取締役副社長、専務取締

役、常務取締役各若干名を定めることができる。 

 

第２１条（取締役会の招集） 

１ 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の３日前までに発する。

ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 

２ 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開

くことができる。 

 

第２２条（取締役会の招集権者及び議長） 

１ 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その

議長となる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い他の取締役

がこれにあたる。 

 

第２３条（決議の方法及び決議事項） 

１ 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 

２ 取締役会に付議する事項は、次の通りとする。 

一 法令の規定により、取締役会の決議とする事項 

二 基本協定書に定める事業契約の締結及びその変更 

三 不動産に関する担保権その他の私権の設定 

四 不動産の買取及び売却 

 

第２４条（取締役会の議事録） 

 取締役会における議事の経過の要領及びその結果については、これを議事録に記載又は
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記録し、議長及び出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名を行い、１０

年間本店に備え置くものとする。 

 

第２５条（取締役会規則） 

 取締役会に関しては、本定款に定めるもののほか、取締役会で定める取締役会規則によ

る。 

 

 

第５章 計 算 

 

第２６条（営業年度） 

 当会社の営業年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとし、営業年度の末日を

決算期とする。 

 

第２７条（利益配当） 

当会社の利益配当金は、毎決算期現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質

権者に対し支払う。 

 

第２８条（中間配当） 

当会社は、取締役会の決議により、毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主又は登録質権者に対し、商法第２９３条ノ５の規定による金銭の分配（以下中間

配当金という）をすることができる。 

 

第２９条（利益配当金等の除斥期間） 

 利益配当金は、その支払開始の日から満３年を経過しても受領されないときは、当会社

はその支払義務を免れるものとする。 

 

第３０条（会計監査人の監査） 

 当会社は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和４９年法律第２２

号）第２条第２項の規定により会計監査人の監査を受けるものとする。 

 

第５章の２ 解散 

 

第３０条の２（解散事由） 

当会社は、法令に定める場合のほか、以下に定める事由が発生した場合に解散する。 

 

一 以下に定める「本件不動産」の売却が完了し、かつ以下に定める「シニアローン」

の全額につき「シニアレンダー」に弁済され、「劣後ローン」の全額につき「劣後レ

ンダー」に弁済されること。 

 

「本件不動産」とは、当会社が独立行政法人雇用・能力開発機構との間で締結した平

成１６年９月２９日付け売買契約書第 2条に定める売買物件を意味する。 

「シニアローン」とは、当会社が株式会社みずほ銀行及び西武信用金庫（以下「シニ

アレンダー」と総称する。）との間で平成１６年１１月２５日に締結予定の「金銭消

費貸借契約書（シニア）」に基づく、シニアレンダーの当会社に対する貸付の元本債

権、利息債権、遅延損害金請求権、費用償還請求権、損害賠償請求権、アップフロン

トフィー請求権、ブレークファンディングコスト請求権及びその他一切の金銭債権を

意味する。 

「劣後ローン」とは、当会社が都市再生プライベート・メザニン・ファンドの受託者

である野村信託銀行株式会社（以下「劣後レンダー」という。）との間で平成１６年

１１月２５日に締結予定の「金銭消費貸借契約書（劣後）」に基づく、劣後レンダー
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の当会社に対する貸付の元本債権、利息債権、遅延損害金請求権、費用償還請求権、

損害賠償請求権、アップフロントフィー請求権、ブレークファンディングコスト請求

権及びその他一切の金銭債権を意味する。 

 

第６章 附 則 

 

 

第３１条（設立に際して発行する株式） 

 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、6,000 株とし、その発行価額は１株につ

き 50,000 円とする。 

 

第３２条（最初の営業年度） 

 当会社の最初の営業年度は、会社成立の日から平成１７年３月３１日までとする。 

 

第３３条（最初の取締役及び監査役の任期） 

 当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、その就任後１年以内の最終の決算期に関す

る定時株主総会終結の時までとする。 

 

第３４条（発起人の氏名､住所及び引受株数） 

 当会社の発起人の氏名（又は商号）、住所及び設立に際して引受けた株数は次の通りで

ある。 

 

       （発起人）東京都中野区中野４丁目１番１号 

 

             株式会社ＮＳＭ研究会 

          代表取締役  佐々木洋文     2,000 株 
 

 

（発起人） 東京都中野区中野 4丁目 8番 1号 

 

中 野 区役所 

中 野 区 長  田中 大輔    4,000 株 

 

株式会社まちづくり中野 21 設立のため、発起人は、本定款を作成し、次に記名押印す

る。 

 

   平成１６年９月６日 

  

 

東京都中野区中野４丁目１番１号 

 

株式会社ＮＳＭ研究会 

     代表取締役 佐々木 洋文 

 

 

東京都中野区中野 4丁目 8番 1 号 

 

中 野 区役所 
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      中 野 区 長  田中  大輔 
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